
議案第58号 

 

伊賀市長及び副市長の給与及び旅費に関する条例の一部改正について 

 

 伊賀市長及び副市長の給与及び旅費に関する条例の一部を次のとおり改正しようとする。 

  令和８年３月５日提出 

 

伊賀市長 稲 森 稔 尚 

 

記 

    

伊賀市長及び副市長の給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例 

伊賀市長及び副市長の給与及び旅費に関する条例（平成16年伊賀市条例第56号）の一部

を次のように改正する。 

附則に次の１項を加える。 

16 令和８年４月に支給する市長の給料月額については、第３条の規定にかかわらず、同

条の規定による額から当該額の100分の50に相当する額を減じて得た額とする。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 


